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【環境への取り組み】

　　株式会社神近建設は、事業活動を行なうにあたり環境保全を重要課題と

　認識し以下の方針を定め活動（省資源、省エネ、リサイクル）を展開し

　社会に貢献します。

1、 二酸化炭素の排出量の削減に取組みます。

2、 水使用量の削減に取組みます。

3、 産業廃棄物の排出量の削減に取組みます。

4、 循環型リサイクルの推進を行ないます。

5、 環境関連法規を遵守します。

６、 グリーン購入を推進します。

７、 地域貢献活動に取り組みます。

８、 環境経営の継続的改善に努めます。

環境経営方針は当社で働くすべての職員に周知し環境保全に努めます。

認証・登録の対象の範囲

・ 建設業（土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、解体工事業、建築工事業、管工事業、

造園工事業、水道施設工事業）、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業(中間処理）、

建設資材販売、運送業

２．

平成２９年 ０８月 １０日　制定

株 式 会 社　神　近　建　設

代表取締役　神　近　利　久

　[ 環境経営方針 ]

令和  元年 ０６月 ２０日　改定

　　　　株式会社神近建設は、未来に向け事業活動を行なうにあたり

　　　地球環境に与える負荷を軽減し循環型社会への転換を進展させ

　　　るために＜エコアクション２１＞ を通じ具体的な計画を策定し

　　　環境保全活動を推進します。

１．　　環　境　経　営　方　針
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事　業　概　要

株 式 会 社　神　近　建　設

代表取締役　神　近　利　久

〒８４３－０３０２
佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙１７４６番地

佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙１７７３－８

産業廃棄物中間処理場　木くず

佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙１８２７－１

環境管理責任者

：０９５４－４３－１８６１

：０９５４－４３－２６５１

ar-kamic＠kamichika.co.jp

事業活動の内容
・ 土木工事業 ・とび・土工工事業

・舗装工事業 ・解体工事業

・建築工事業 ・管工事業

・造園工事業 ・水道施設工事業

・産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業(中間処理）

・建設資材販売 ・運送業

事業の規模
・ １９６０年　４月　１日
・ １９７１年　９月１０日 株式会社神近建設

・ ２，２００万円

・従業員数 ２３人

・事業所の延べ床面積 m2

・事業年度 月 月

ｔ ｔ ｔ ｔ
ｔ ｔ ｔ ｔ
ｔ ｔ ｔ ｔ
ｔ ｔ ｔ ｔ
ｔ ｔ ｔ ｔ
ｔ ｔ ｔ ｔ
ｔ ｔ ｔ ｔ
ｔ ｔ ｔ ｔ

創 業

0.00

５

23.93
２３

令和３年度

売上高 百万円 ３３９百万円 ３０２百万円 ２５２百万円 ２７６百万円

（2021年度）

0.00

単位 平成３０年度

設 立

資本金

２６ ２６ ２１
アスファルト廃材

平成３１年度

３．

営業部

総務部

連 絡 先 TEL　

事業所名

代表者名

所 在 地
本社

福 田 俊 幸

担当

産業廃棄物中間処理場　がれき類(ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材・ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材)

Eメールアドレス

FAX

１）

２)

産業廃棄物

(処分量)

EA-21 事務局

ｔ 461.48 33.87

(収集・運搬量)
木くず ｔ 0.00 0.00

【　計　】 ｔ 3,538.50 5,066.00

従業員数 人

産業廃棄物

472

令和２年度
（2020年度）

６ から 翌年

コンクリート廃材 ｔ 241.11 0.00 7.80

（令和元年度）

６)

５)

４）

３）

0.00
【　計　】 ｔ 702.59 33.87 7.80 23.93

アスファルト廃材 ｔ 2,372.49 481.00 2,278.03 1,782.00

0.00

3,137.90 4,095.00

960.01 4,280.00 540.93 1,821.00
木くず ｔ 206.00 305.00 318.94 492.00

コンクリート廃材 ｔ

- ２ -



組織図

責任者及び管理組織図

・

・ 環境方針を作成・見直し、全従業員に周知する。

・ 環境管理責任者、「ＥＡ２１」事務局員を任命する。

・ 環境への取組を実施するための資源を準備する。

・ 環境経営システムを構築、実行し環境実績を向上させる。

・

・ その結果を代表者に報告する。

・

・

・

・

・

・ 関連する法規制等の遵守を周知する。

・ 緊急事態への対応のため訓練を実施する。

・ 教育・訓練を実施する。

・ 環境方針の理解と環境への取組の重要性を自覚する。

・ 与えられた役割によって自主的・積極的に環境経営活動に参加する。

目標達成のための経営計画に基づき環境経営活動を推進する。

部門長
発生した問題点の是正処置、予防処置を実施する。

全従業員

７)

　環境管理責任者 毎年環境目標、環境経営計画を作成しその達成状況及び実施状況を確認評価する。

EA21事務局
環境管理責任者を補佐し、「ＥＡ２１」文書及び記録等の作成・維持・集計・管理を行う。

社外からの環境情報の収集と伝達を行う。

環境方針、環境目標、環境経営計画を部門全員に周知する。

⑴
所属 役　割　　・　　責　任　　・　　権　限

代表者

環境経営全般に責任と権限を持ち「ＥＡ２１」全体の取組み状況に関し評価、

見直しを実施する。

部門長 部門長 部門長 部門長

　EA２１事務局

(総務)　

工務部 営業部 総務部 リサイクル部

管　　　理　　　体　　　制

（代表者）

代表取締役　神近利久

環境管理責任者

福田　俊幸

- ３ -



産業廃棄物処理業　許可の内容

８．１【産業廃棄物収集運搬業】

有 無

・ 台

・ 台

・ 台

・ 台

・ 台

８．２【産業廃棄物処分業】

中間処理業（破砕）

【がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材）】

【木くず】

８)

　解体工事又は土木工事、道路工事等の現場で発生した解体廃材及び木くずを当社所有の木材破砕機

（無限軌道自走式施設)で細かいチップに破砕処理し再利用(製品材料、マルチング材、堆肥及び敷藁等)

します。

許 可 番 号 ― 佐賀県指令１５廃第２３号

　事業計画の概要　

   建設工事現場(土木工事、道路工事又は建築解体工事等)において発生するがれき類(アスファルト廃材、

コンクリート廃材)を当社中間処理施設において破砕処理しリサイクル製品（再生砕石等)として販売します。

処 理 能 力 ５６０ｔ/日(８時間) ２８０ｔ/日（８時間)
許 可 年 月 日 平成１３年２月１日（みなし) 平成16年3月12日

設 置 場 所
嬉野市嬉野町大字下野 嬉野市嬉野町大字下野

丙1773-8、丙1773-17 丙1827-1、丙1829-5
設 置 年 月 日 平成6年4月1日 平成16年8月31日

種 類 破砕施設 破砕施設(固定及び移動式)
産 業 廃 棄 物 がれき類（アスファルト廃材及び

木くず
の 種 類 コンクリート廃材に限る。)

　【　　計　】９台　

産 業 廃 棄 物 処 分 業

都道府県及び政令指定都市 佐賀県
 許　可　番　号 ０４１２８０１７３４０

 許 可 の 年 月 日　 平成３１年４月２６日

 有 効 年 月 日 令和　６年４月２５日

２ｔ ダンプトラック ・・・ ２

軽トラック ・・・ ２

４ｔ ダンプトラック ・・・ ３

４ｔ クレーン付トラック・・・ １

   許可を受けた産業廃棄物(７種類)について事業者から運搬の委託を受けた場合には、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律に基づく契約を締結し、排出業者からマニフェストの交付を受け、指定された

許可処分業者事業場に運搬する。

　施設等の状況(運搬車両の種類と台数)　

１０ｔ ダンプトラック・・・ 1

●
令和6年4月25日

※自動車等破砕物を除く。

※以上７種類(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を除く。)

　事業計画の概要　

● ● ● ●● ●佐賀県 ●
平成31年4月26日

04108017340

ば
い
じ
ん

都道府県 積替 許可の年月日
許可番号及び 保管 及び

政令指定都市 有効年月日

繊
維
く
ず

動
植
物
性
残
さ

ゴ
ム
く
ず

金
属
く
ず

ガ
ラ
ス
く
ず

が
れ
き
類

産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 許　　　可　　項　　目

燃
え
殻

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

紙
く
ず

木
く
ず
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８．３【産業廃棄物の処理工程図】

※処理工程は太線枠内

※処理工程は太線枠内

【　小計　】 492.000 ｔ

【　中間処理(再資源化)の合計　】 4,095.000 ｔ

（Ⅱ）中間処理 【　小計　】 3,603.000 ｔ

（再資源化) 木　　く　　ず 　　木くず破砕機による破砕 492.000 ｔ

が
れ
き
類

アスファルト廃材 　　クラッシャーによる破砕 1,782.000 ｔ

コンクリート廃材 　　クラッシャーによる破砕 1,821.000 ｔ

【　小計　】 0.000 ｔ

【　収集・運搬の合計　】 23.930 ｔ

（Ⅰ）収集・運搬 【　小計　】 23.930 ｔ

木　　く　　ず 　ダンプトラックによる運搬 0.000 ｔ

が
れ
き
類

23.930 ｔ

コンクリート廃材 　ダンプトラックによる運搬 0.000 ｔ

アスファルト廃材 　ダンプトラックによる運搬

（２０２１年６月　から　２０２２年５月）

処理方法等 廃棄物の品目 処分方法等 処理量（ｔ）

８．４【受託した産業廃棄物の収集・運搬、処理の実績】

製品置場

(チップ)

二次破砕

(再生クラッシャーラン) （ふるい） (インパクトクラッシャー)

破砕

粒度選別

(排出業者による自ら運搬)

（ダンプトラック等） (30tスケール) (木くず破砕機)

木くずの破砕

木
く
ず

排出業者
収集運搬業者

受入・検収

販売

工事現場等

一次破砕
(排出業者による自ら運搬)

工事現場等 （ダンプトラック等） (30tスケール) (ジョークラッシャー)

受入・検収

がれき類の破砕

コ
ン
ク
リ
ー
ト
廃
材

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
廃
材

排出業者
収集運搬業者

販売
製品置場
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８．５活動・実績

令和３年度 受注工事で佐賀県　土木部長表彰を受賞しました。

土木一式工事　１件、舗装工事　１件のダブル受賞です。

工事技術的難易度項目４．社会条件では「騒音、振動」、「水質汚濁」等の環境への配慮も
評価の対象となっています。

【土木一式工事部門】

工事名：庵の山地区急傾斜地崩壊対策工事

工事概要： 擁壁工 Ｌ＝１１．４ｍ　　Ｖ＝５４ｍ3

落石防護柵工 Ｌ＝５４．０ｍ

工事写真

工事写真（着工前） 工事写真（竣工）
- ６ -



【舗装工事部門】

工事名：嬉野下宿塩田線舗装工事

工事概要： 施工延長 Ｌ＝３３２．５ｍ

車道舗装工 Ａ＝２，３９４ｍ2
歩道舗装工 Ａ＝１，５１１ｍ2

工事写真

工事写真（竣工）

工事写真（着工前）

- ７ -



 

環境経営目標 単位 該当事業所 令和３年度 令和４年度

4.  令　和　３　年　度　の　環　境　経　営　目　標

　３ヵ年の環境目標

235,492 以下 233,089 以下 230,686 以下

令和５年度 令和６年度
平成30～令和２年度平均値

240,298 237,895 以下

基準値

（△１％） （△2％） （△3％） （△4％）

１．１ 電気使用量の削減 kWh 全社
22,000 21,780

1 二酸化炭素排出量の削減 Kg-CO２ 全社

以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

１．２ ガソリン使用量の削減 L 全社
9,407

以下 21,560 以下 21,340 以下 21,120

9,031 以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

9,313 以下 9,219 以下 9,125 以下

以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

１．４ LPG使用量の削減 Kg 全社
71

以下 56,096 以下 55,524 以下 54,951
１．３ 軽油使用量の削減 L 全社

57,241 56,669

68 以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

70 以下 70 以下 69 以下

以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

３ 一般廃棄物の削減 ｋｇ 全社
806

以下 1,542 以下 1,526 以下 1,510
２ 廃棄物排出量の削減 ｔ 全社

1,573 1,557

774 以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

798 以下 790 以下 782 以下

以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

５ グリーン購入の推進 品目数 全社
グリーン対象品の

以下 144 以下 143 以下 141
４ 水使用量の削減 ｍ３ 全社

147 146

毎年2品目の採用 毎年２品目の採用 毎年２品目の採用 毎年２品目の採用
把握

６ 環境時配慮した工事の推進 件数 作業現場
環境に配慮した 環境に配慮した 環境に配慮した 環境に配慮した 環境に配慮した
工事に取り組む 工事に取り組む 工事に取り組む 工事に取り組む 工事に取り組む

２回以上 ２回以上

※　購入電力の排出係数については 平成28年度の電気事業者別二酸化炭素排出係数： 九州電力　調整後排出係数　0.483kg-CO2/kWhを使用

資源化率100％ 資源化率100％ 資源化率100％

8 地域貢献活動の推進 回/年間 全社 アルミ缶つぶし ２回以上 ２回以上

７ 廃棄物の資源化推進 全社 資源化率100％ 資源化率100％

- ８ -



事業所及び建設現場の事業活動における環境への取組みを示します。

総務部門長

環 境 経 営 計 画 の 内 容 対象者 責任者

③　パソコンの節電モードの実施 全員 総務・工務部門長

5.　環 境 経 営 計 画

①　アイドリングストップの徹底 全員 工務部門長

　ガソリン使用量の削減 ②　法定速度の遵守・エコドライブ運動の徹底 運転者 工務部門長

③　燃料使用量と走行距離のチェック 運転者 工務部門長

①　アイドリングストップの徹底 運転者 工務部門長

　軽油使用量の削減 ②　法定速度の遵守・エコドライブ運動の徹底 運転者 環境管理責任者

③　燃料使用量と走行距離のチェック 運転者 環境管理責任者

②　未使用時の消化の確認 総務 総務部門長

②　燃料使用量のチェック 総務 総務部門長

①　廃棄物の分別徹底 工務 工務部門長

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

①　未使用時・昼休み時の電気消灯の徹底 総務 総務部門長

　電気使用量の削減 ②　エアコンの設定温度（夏２８℃、冬２０℃） 総務

　LPG使用量の削減

①　湯沸かし時の水量のチェック 総務 総務部門長

　産業廃棄物のリサイクルの推進 ②　リユース、リサイクル推進活動 工務 工務・リサイクル部門長

③　最終処分量の削減 工務 工務・リサイクル部門長

①　廃棄物の分別徹底 全員 工務・総務部門長

　一般廃棄物の削減 ②　リユース、リサイクル推進活動 全員 工務・総務部門長

③　コピー用紙の管理徹底 全員 工務・総務部門長

　水資源使用量の削減 ①　節水活動の推進 全員 環境管理責任者

　グリーン購入の推進 ①　グリーン購入対象品目(事務用品等)の購入 全員 総務部門長

　環境に配慮した工事の推進

① アイドリングストップの徹底

工務 工務・リサイクル部門長② 排出ガス対策型重機の導入

③ 着工前に河川、農地、近隣の水利状況を調査する

環境管理責任者　地域貢献活動の実施 ①　全従業員による奉仕活動の実施 全員
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※　購入電力の排出係数については平成28年度の電気事業者別二酸化炭素排出係数：九州電力　調整後排出係数　0.483kg-CO2/kWhを使用
※ 評価値は１～５で評価する。

処分業の事業高は前年を上回り事業活動はより活発になった。廃棄物の資源化促進の役割も大きい。そのため評価は「４」とした。

令和4年度 令和５年度 令和６年度

６．　令 和 3 年 度　　環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施状況およびその評価結果

環境目標 単位 該当事業所
平成30～令和２年度平均値 令和３年度実績 １～５

基準値 令和3年度 評価値

１．１ 電気使用量の削減 kWh 全社
22,000 21,780

以下

142,562 5 （△2％） （△3％） （△4％）

以下 235,492 以下 233,089 以下 230,686
1 二酸化炭素排出量の削減 Kg-CO２ 全社

240,298 237,895

以下

20,166 4 （△２％） （△３％） （△4％）

以下 21,560 以下 21,340 以下 21,120

１．３ 軽油使用量の削減 L 全社
57,241 56,669

以下

8,545 4 （△２％） （△３％） （△4％）

以下 9,219 以下 9,125 以下 9,031
１．２ ガソリン使用量の削減 L 全社

9,407 9,313

以下

43,750 5 （△２％） （△３％） （△4％）

以下 56,096 以下 55,524 以下 54,951

２ 廃棄物排出量の削減 ｔ 全社
1,573 1,557

以下

40 4 （△２％） （△３％） （△4％）

以下 70 以下 69 以下 68
１．４ LPG使用量の削減 Kg 全社

71 70

1,510 以下

2,603 4 （△２％） （△３％） （△4％）

以下 注１） 1,542 以下 1,526 以下

４ 水使用量の削減 ｍ３ 全社
147 146

以下

556 5 （△２％） （△３％） （△4％）

以下 790 以下 782 以下 774
３ 一般廃棄物の削減 kg 全社

806 798

以下

111 5 （△２％） （△３％） （△4％）

以下 144 以下 143 以下 141

６ 環境時配慮した工事の推進 件数 作業現場
環境に配慮した 環境に配慮した工事に取り組む

毎年２品目の採用 毎年２品目の採用 毎年２品目の採用
把握 事務用品の購入 4

５ グリーン購入の推進 品目数 全社
グリーン対象品の 毎年2品目の採用

環境に配慮した 環境に配慮した 環境に配慮した

工事に取り組む 取組むことができた 4 工事に取り組む 工事に取り組む 工事に取り組む

資源化率100％ 資源化率100％ 資源化率100％
達成できた 5

8 地域貢献活動の推進 回/年間 全社 アルミ缶つぶし

７ 廃棄物の資源化推進 全社 資源化率100％
資源化率100％

１～２は即座に、あるいは抜本的な対策が必要と判断される場合。
３は目標達成は実現するがさらに効果的活動が求められると判断される場合。 ４～５　活動が効果的活動であると判断される場合。

注1）について　廃棄物排出量の削減の実績値は基準値、令和３年度目標値と比較し、ともに上回っているが工事から発生する品目は自社処理施設での処分ができるため

２回以上
２回以上 ２回以上 ２回以上

２回実施 5
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事業所及び建設現場の事業活動における環境への取組み結果を示します。

エ コ ア ク シ ョ ン ２１

②

③

【　管理責任者の評価】

③　燃料使用量と走行距離のチェック ○

　LPG使用量の削減
①　未使用時の消火の徹底 ○ 次年度継続活動とする

②　燃料使用量のチェック ○

○

次年度継続活動とする　電気使用量の削減 ②　エアコンの設定温度（夏２８℃、冬２０℃） ○

③　パソコンの節電モードの実施 ○

①　アイドリングストップの徹底 ○

７.　環境経営計画の取組結果

環 境 活 動 計 画 の 内 容 実施状況

①　アイドリングストップの徹底 ○ 次年度継続活動とする

　軽油使用量の削減 ②　法定速度の遵守・エコドライブ運動の徹底 ○ （工事の内容、規模による）

次年度継続活動とする

　ガソリン使用量の削減 ②　法定速度の遵守・エコドライブ運動の徹底 ○ (よりよい効果を求める)

③　燃料使用量と走行距離のチェック ○

次年度の取組内容

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

①　未使用時・昼休み時の電気消灯の徹底

①　廃棄物の分別徹底 ○

　産業廃棄物のリサイクルの推進 ②　リユース、リサイクル推進活動 ○ 次年度継続活動とする

　一般廃棄物の削減 ②　リユース、リサイクル推進活動 ○ 次年度継続活動とする

③　コピー用紙の管理徹底 ○

③　最終処分量の削減 ○

①　廃棄物の分別徹底 ○

①　アイドリングストップの徹底 〇 次年度継続活動とする

　環境に配慮した工事の推進 排出ガス対策型重機の導入 〇 次年度継続活動とする

　水資源使用量の削減 ①　節水活動の推進 ○
次年度継続活動とする

　グリーン購入の推進 ①　グリーン購入対象品目(事務用品等)の購入 ○
事務用品の購入

　次年度継続活動とする。

　地域貢献活動の実施 ①　全従業員による奉仕活動の実施 ○ 次年度継続活動とする

着工前に河川、農地、近隣の水利状況を調査する。 〇 次年度継続活動とする

④　「廃棄物排出量の削減」については今後も引き続き100％リサイクルを実践していく。
⑤　「地域貢献活動の推進」についてはアルミ缶つぶしは継続していく。

①　「二酸化炭素排出量の削減」については基準値を下回ってはいるが前年実績よりも増えている。

　　請負工事高の増加によるものと考えるが車両入れ替えによる燃費向上効果は大きい。
②「電気使用量の削減」については使用量は微増でありより効果的な活動が必要と考える。
　　事務所内の空調管理、使用パソコン、照明のｽｲｯﾁのこまめな「ON、OFF」は実行できている。

③　建設機械、車両のアイドリングストップは効果があり持続していく。
　　 現場作業員の意識の向上にもつながっている。
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環境経営目標 単位 該当事業所 令和４年度 令和５年度

　３ヵ年の環境目標は以下の通りです

　８．　令　和　４　年　度　の　環　境　経　営　目　標

203,565 以下 201,487 以下 199,410 以下

令和６年度 令和７年度
令和元～令和３年度平均値

207,719 205,642 以下

基準値

（△１％） （△2％） （△3％） （△4％）

１．１ 電気使用量の削減 kWh 全社
21,388 21,174

1 二酸化炭素排出量の削減 Kg-CO２ 全社

以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

１．２ ガソリン使用量の削減 L 全社
9,200

以下 20,960 以下 20,746 以下 20,532

8,832 以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

9,108 以下 9,016 以下 8,924 以下

以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

１．４ LPG使用量の削減 Kg 全社
61

以下 51,689 以下 51,162 以下 50,634
１．３ 軽油使用量の削減 L 全社

52,744 52,217

59 以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

60 以下 60 以下 59 以下

以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

３ 一般廃棄物の削減 ｋｇ 全社
723

以下 1,878 以下 1,859 以下 1,839
２ 廃棄物排出量の削減 ｔ 全社

1,916 1,897

694 以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

716 以下 709 以下 701 以下

以下

（△１％） （△２％） （△３％） （△4％）

５ グリーン購入の推進 品目数 全社
グリーン対象品の

以下 132 以下 131 以下 130
４ 水使用量の削減 ｍ３ 全社

135 134

毎年2品目の採用 毎年２品目の採用 毎年２品目の採用 毎年２品目の採用
把握

６ 環境時配慮した工事の推進 件数 作業現場
環境に配慮した 環境に配慮した 環境に配慮した 環境に配慮した 環境に配慮した
工事に取り組む 工事に取り組む 工事に取り組む 工事に取り組む 工事に取り組む

２回以上 ２回以上

※　購入電力の排出係数については 平成28年度の電気事業者別二酸化炭素排出係数： 九州電力　調整後排出係数　0.483kg-CO2/kWhを使用

資源化率100％ 資源化率100％ 資源化率100％

8 地域貢献活動の推進 回/年間 全社 アルミ缶つぶし ２回以上 ２回以上

７ 廃棄物の資源化推進 全社 資源化率100％ 資源化率100％
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事業所及び建設現場の事業活動における環境への取組みを示します。

環境管理責任者　地域貢献活動の実施 ①　全従業員による奉仕活動の実施 全員

　グリーン購入の推進 ①　グリーン購入対象品目(事務用品等)の購入 全員 総務部門長

　環境に配慮した工事の推進

① アイドリングストップの徹底

工務 工務・リサイクル部門長② 排出ガス対策型重機の導入

③ 着工前に河川、農地、近隣の水利等周辺環境を調査する

③　コピー用紙の管理徹底 全員 工務・総務部門長

　水資源使用量の削減 ①　節水活動の推進 全員 環境管理責任者

①　廃棄物の分別徹底 全員 工務・総務部門長

　一般廃棄物の削減 ②　リユース、リサイクル推進活動 全員 工務・総務部門長

　産業廃棄物のリサイクルの推進 ②　リユース、リサイクル推進活動 工務 工務・リサイクル部門長

③　最終処分量の削減 工務 工務・リサイクル部門長

①　廃棄物の分別徹底 工務 工務部門長

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

①　未使用時・昼休み時の電気消灯の徹底 総務 総務部門長

　電気使用量の削減 ②　エアコンの設定温度（夏２８℃、冬２０℃） 総務

　LPG使用量の削減

①　湯沸かし時の水量のチェック 総務 総務部門長

②　未使用時の消化の確認 総務 総務部門長

②　燃料使用量のチェック 総務 総務部門長

　軽油使用量の削減 ②　法定速度の遵守・エコドライブ運動の徹底 運転者 環境管理責任者

③　燃料使用量と走行距離のチェック 運転者 環境管理責任者

③　燃料使用量と走行距離のチェック 運転者 工務部門長

①　アイドリングストップの徹底 運転者 工務部門長

①　アイドリングストップの徹底 全員 工務部門長

　ガソリン使用量の削減 ②　法定速度の遵守・エコドライブ運動の徹底 運転者 工務部門長

総務部門長

環 境 経 営 計 画 の 内 容 対象者 責任者

③　パソコンの節電モードの利用 全員 総務・工務部門長

　９．　令　和　４　年　度　の　環　境　経　営　計　画
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（1）当社に適用される主な法規制等と現在までの遵守状況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

確認日：令和４年　７月　１日

確認者：ＥＡ２１責任者（福田俊幸）

 １０.　環境関連法規などの順守状況の結果

石綿障害予防規則 事前調査、分析調査 遵　守

佐賀県県環境基本条例 公害防止及び、自然環境の保全に努める 遵　守

オフロード法 排出ガスの排出量制御 遵　守

グリーン購入法 グリーン商品の品目拡充 実施している

大気汚染防止法 解体工事に係る調査、説明 遵　守

建設ﾘｻｲｸﾙ法
適切な施工方法の選択及び施工機械の選定、分別の徹底、
マニュフェストの保管

遵　守

消防法
消防用設備の設置、維持、火気の使用又は取り扱いに関す
る監督、通報活動、消火、通報および避難訓練の実施

訓練の実施

特定家庭用機器再商品
化等の促進に関する法
律(家電ﾘｻｲｸﾙ法)

長期使用、廃棄の際、指定業者にリサイクル料金を
支払う

適正処理

使用済自動車の再資源
化等に関する法律(自動
車ﾘｻｲｸﾙ法)

使用済みとなった自動車を引取り業者に引渡す 適正処理

再生資源利用省令
施工場所及び再資源化施設の立地状況等を勘案し、指定副
産物（建設発生土・Co塊・As塊）の利用、搬出量と再資源
化施設への搬出量等計画の作成

遵　守

指定副産物利用促進省
令

再生資源利用量の把握等による計画の作成、実施記録の１
年間保存、再資源化施設の活用を図り、指定副産物（建設
発生土・Co塊・As塊・建設発生木材）に係る再生資源の利
用促進

遵　守

資源の有効な利用の促
進に関する法律(ﾘｻｲｸﾙ
法)

使用済み物品等の再生資源・再生部品として利用の促進 遵　守

建設ﾘｻｲｸﾙ法
建設副産物の利用促進、対象建設工事の計画書及び実施書
の作成・報告

遵　守

振動規制法 対象特定建設作業の届出、規制値の遵守 遵　守

廃棄物の処理及び清掃
に関する法律

産業廃棄物の収集運搬、処理の委託契約及び、マニフェス
トの交付、保存。

遵　守

　基準年度より環境関連法規に関して、遵守しており関係機関からの指摘、違反・訴
訟・利害関係者(周辺住民含む)からの苦情はありません。

法規制等の名称 該当する活動 遵守状況

騒音規制法 対象特定建設作業の届出、規制値の遵守 遵　守
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また「ムリ、ムダ、ムラ」を省き効率的な施工をすること。

　・人材育成・登用 若手人材を確保できるよう労働条件等の向上を図って
　・その他 いる。新卒、中途途問わず採用しその後に期待したい。

経営的視点から実施したい環境上の 受賞することができた。環境への取組みも評価の対象と

取組の変更、追加 なっており喜ばしいことである。
　・設備投資 今後も受賞機会が得られるよう努力すること。

必要性
と指示

その他の環境経営システムの要素

令和３年度は県土木部長表彰を土木、舗装それぞれ

変更の必要性（　無　）

無
変更の

２０１７年版ガイドラインに沿った活動の取り組みを
今後も実践すること。

環境経営目標・環境経営活動計画 [変更の必要がある場合の指示事項]

くれぐれも作業員の安全を考慮した対応をとること

環境経営方針 [変更の必要がある場合の指示事項]
変更の必要性（　無　）

変更の必要性（　無　）

評価 活動の実施体制については適切である。

　・緊急事態への対応 近年、大雨による災害が多発している。緊急時は

情報収集に努めること。
　・実施体制 重機を使用した新工法等も現場環境改善、現場の安全

　・環境コミュニケーション を確保する上では重要である。
　　（情報の共有・発信・収集)

　・教育・訓練 工事着工前は事前調査を怠ることがないよう、また
　・法令順守 近隣地域への挨拶、工事内容を説明し理解を得ること。

以下は適切であるか。 関係団体主催の講習会にも率先して参加し最新の

上記に対して問題がある場合の、 環境への配慮のためにも今後も進めていく。
原因の究明と対策は適切に実施 電力使用量、燃料使用量は基準値内ではあるが
されているのか。 前年を上回っている。受注工事の増加によるものと考える。

今後も重機、車両、設備等の改善を進めていく。

燃費基準達成建設機械への入替え効果が大きい。

代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果

評価及び見直しを実施した年月日 2022 年 7 月 5 日

環境経営活動が適切に実施されているか。環境経営活動は良好に運営されている。
環境経営目標の達成状況。 建設機械、車両の排出ガス規制適合車、超低騒音型、

2022
福田

７．４

　記録 ８ 代表者 作成日 作成者

１１. 代表者による全体の取組状況の評価と見直しの
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